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１ 背景・経緯 

○よみうりランド遊園地施設は、昭和３９年の営業開始以降、長年、市民に親しまれている

市内唯一の遊園地施設であり、都市計画マスタープラン全体構想では「緑豊かな自然環境

と調和した広域的なレジャー機能等の維持・保全を誘導する」として位置付けている。 

○一方で、当施設は、昭和３９年の開業直後に行われた用途地域の指定により、「観覧場」

が既存不適格（※）となり、さらに、平成１９ 

年の建築基準法の改正により、１０,０００㎡ 

を超える遊園地施設が既存不適格となっている。 

○近年の少子高齢化等の影響から、多様なニーズ

に対応した多世代が楽しめる屋内型の遊園地施

設が求められる中、将来にわたって広域的なレ

ジャー施設として維持・保全を図るためには、

既存不適格となっている「観覧場」及び「１０,

０００㎡を超える遊園地施設」の既存不適格状

態を解消することが求められている。 

○こういった状況の中、平成２８年７月に地区内の地権者の発意により、「地区計画の決定」

などに関する都市計画提案がなされた。

建築時には適法に建てられた建築物がその後の法令の改正等によって現行法に適合しない不

適合な部分が生じた建築物のことで、一定の範囲内での増改築が認められている。 

２ 基本的な考え方

都市計画手法を活用し、周辺住環境と緑豊かな自然環境との調和を図りつつ、遊園地施設

等の適切な機能更新等を促進することで、広域的なレジャー・アミューズメント機能の維

持・保全を図る。 

■具体的な取組 

①遊園地機能の維持保全や緑地の保全を図ることを目的とした「地区計画の決定」 

②既存不適格状態の解消に向け、「地区計画の決定」と併せて、建築基準法第 68 条の２第

５項に基づく「用途制限緩和の国土交通大臣承認」 

３ 地区計画の決定（よみうりランド地区）平成 29 年 7 月 31 日都市計画決定 

（１）地区計画の目標 

緑豊かな自然環境と調和した広域的なレジャー機能等の維持、保全を図るため以下

の２点を目標とする。

① 周辺の住宅市街地への環境に配慮しつつ、広域的なレジャー施設の集客力を維持

するための適切な機能更新や施設の充実により、その機能の維持、保全を図る。

② 多摩丘陵の緑地を保全し、緑豊かな自然環境の維持保全に努める。

（２）地区整備計画 

・対象区域：Ａ地区 

・建築物の用途の制限： 

① マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

② カラオケボックスその他これに類するもの

③ 自動車教習所

④ 工場（自家販売のために食品製造業（食品加工業

を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋そ

の他これらに類するものを除く。）

・壁面の位置の制限： 

 建築物の外壁等は、計画図に示す壁面の位置の制限

（道路境界より２ｍ）を超えてはならない。

４ 用途制限緩和の国土交通大臣承認 平成 29 年 9 月 14 日国土交通大臣承認

（１）制度の概要

建築基準法第６８条の２第５項では、市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、地区

計画等の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するために必要があると認める

場合、国土交通大臣の承認を得て、地区計画条例で用途の制限を緩和することができるとされて

いる。

（２）手続きの流れ

①地区計画の都市計画決定に基づき、建築基準法第６８条の２第５項に基づく用途制限緩和の

国土交通大臣承認を得る。

②大臣承認後、「地区計画条例」を改正し、用途制限を緩和する。

（３）適用区域・用途 

     ・用途制限緩和適用区域：Ａ地区 

     ・緩和する用途    ：○1 観覧場

○2 遊技場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の 

合計が１０，０００㎡を超えるもの 
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川崎都市計画地区計画の決定（川崎市決定） 

都市計画よみうりランド地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 よみうりランド地区地区計画 

位 置
川崎市多摩区菅仙谷１丁目、菅仙谷３丁目及び菅仙谷４丁目並びに麻生区細山６丁

目地内 

面 積 約 51.2 ha 

地 区 計 画 の 目 標

本地区は、京王電鉄相模原線京王よみうりランド駅南に位置し、昭和３９年より

遊園地施設として、よみうりランドが開業し、広く市民に親しまれてきた。よみう

りランドは、市内唯一の遊園地施設であり、本地区は、本市の観光資源である広域

的なレジャー施設を主体として、その維持、保全が求められている。 

また、多摩丘陵の一部を構成している本地区には、小沢城址に連なる斜面緑地が

残されている。 

本計画は、今後においても緑豊かな自然環境と調和した広域的なレジャー機能等

の維持、保全を図るため以下の２点を目標とする。 

① 周辺の住宅市街地への環境に配慮しつつ、広域的なレジャー施設の集客力を維

持するための適切な機能更新や施設の充実により、その機能の維持、保全を図る。

② 多摩丘陵の緑地を保全し、緑豊かな自然環境の維持保全に努める。 

区
域
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備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

土地利用の方

針 

丘陵部における豊かな緑と調和した低密度な土地利用とするとともに、周辺の低

層住宅地の居住環境に配慮した、広域的なレジャー施設を有する地区として、遊園

地施設等の計画的な機能更新及び充実化を図る。 

そのため、本地区を２つの区域に区分し、土地利用に関する方針を次のように定

める。 

Ａ地区 

遊園地施設を主体とした地区とし、現存するまとまりある緑地を保全する。 

Ｂ地区 

現存する斜面緑地を維持保全する。 

地区施設の整

備の方針 

多摩丘陵の斜面緑地として現に存する樹林地等を地区施設の緑地として確保し、

その機能が損なわれないように維持保全を図る。 

建築物等の整

備の方針 

遊園地施設等を主体とした適切な土地利用を図るとともに、周辺の良好な住宅市

街地に配慮した環境の維持保全を図るため、建築物等の用途の制限及び壁面の位置

の制限について必要な基準を定める。 

地
区
整
備
計
画

地区施設の配置
及び規模 

緑地1  面積 約 23,300 ㎡ 
緑地2  面積 約 35,100 ㎡ 

建
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項
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分

地区の 
名称 

Ａ 地区 

地区の
面積 

約 46.2 ha 

建築物等の
用途の制限 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他
これらに類するもの 

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 自動車教習所 

(4) 工場（自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）を営むパン屋、米
屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。） 

壁面の位置
の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超え
てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分に
ついては、この限りでない。 

① 都市計画の壁面の位置の制限が定められた際、現に存する建築物であって、そ
の壁面の位置が当該制限に満たない距離にある建築物の部分 

② 地盤面下に設けられる建築物又は建築物の部分 

③ 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 

「区域、地区整備計画の区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
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